
 

誓 約 書 

   年   月   日 

日本弁理士会会長 殿 

申請人 

自宅住所 

 
氏  名              
（自署） 

生年月日     年   月   日 

  

私は、弁理士法第八条第一号から第四号まで及び第七号、第八号並びに第十九条

第一項各号の規定に該当しないことを誓約いたします。 
 

【参照】弁理士法第八条及び第十九条（抜粋） 

 
（欠格事由） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

二 前号に該当する者を除くほか、第７８条から第８１条まで若しくは第８１条の３の罪、特許法第１９６条から第１９８条ま

で若しくは第２００条の罪、実用新案法第５６条から第５８条まで若しくは第６０条の罪、意匠法第６９条から第７１条まで

若しくは第７３条の罪又は商標法第７８条から第８０条まで若しくは同法附則第２８条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

三 前２号に該当する者を除くほか、関税法第１０８条の４第２項（同法第６９条の２第１項第３号及び第４号に係る部分に限

る。以下この号において同じ。）、第３項（同法第１０８条の４第２項に係る部分に限る。）若しくは第５項（同法第６９条

の２第１項第３号及び第４号に係る部分に限る。）、第１０９条第２項（同法第６９条の１１第１項第９号及び第１０号に係

る部分に限る。以下この号において同じ。）、第３項（同法第１０９条第２項に係る部分に限る。）若しくは第５項（同法第

６９条の１１第１項第９号及び第１０号に係る部分に限る。）若しくは第１１２条第１項（同法第１０８条の４第２項及び第

１０９条第２項に係る部分に限る。）の罪、著作権法第１１９条から第１２１条の２まで若しくは第１２２条までの罪、半導

体集積回路の回路配置に関する法律第５１条第１項若しくは第５２条の罪、不正競争防止法第２１条第１項から第６項まで

（第３項第６号及び第４項第４号を除く。）の罪、種苗法（平成10年法律第83号）第６７条から第６９条まで若しくは第７１

条の罪又は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（平成26年法律第84号）第３９条若しくは第４０条の罪を犯し、罰金

の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から３年を経過しない者 

四 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から３年を経過しない者 

七 弁護士法（昭和24年法律第205号）若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律（昭和61年法律第66号）、

公認会計士法（昭和23年法律第103号）又は税理士法（昭和26年法律第237号）の規定による懲戒処分により、弁護士会からの

除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分の日から３年を経過しないもの 

八 税理士法第４８条第１項の規定により同法第４４第３号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者

で当該決定を受けた日から３年を経過しないもの 

  

（登録の拒否） 

第１９条 日本弁理士会は、前条第１項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれ

かに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が次の各号のいずれか

に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第７０条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければ

ならない。 

一 心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。 

二 弁理士の信用を害するおそれがあるとき。 

 

附 則 

（欠格事由に関する経過措置） 

第３条 新法第８条第２号（商標法附則第２８条の罪に係る部分を除く。）の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第５条第２号に規定する刑に処せられた者

の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。 

２ 新法第８条第２号（商標法附則第２８条の罪に係る部分に限る。）及び第３号の規定は、施行日以後にした行為によりこれ

らの規定に規定する刑に処せられた者について適用する。 

３ 新法第８条第４号及び第７号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に

旧法第５条第３号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。 

(2026 年 4月 1 日現在) 

（注）誤字・脱字等の不備を発見した際には申請人に確認した上で弁理士会事務局にて修正する場合があります。 


